
2023 年 12 月 11 日 
お取引先 各位 

株式会社朝日工業社 
本社 財務部 

支 払 方 法 変 更 の お 知 ら せ

  この度、貴社との契約に基づく代金の支払方法につきまして、下記のとおり変更させてい
ただくことにいたしました。 
  ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。 

敬具 
記 

１．変更内容および変更時期 

  すでに契約済み、発注済みの契約書・注文書において手形（電子記録債権）による支払方
法が定められている場合でも、2023 年 12 月検収分から現金 100％に変更または手形（電子
記録債権）のサイトを 60日に短縮させていただきます。 
  なお、今回の変更に異議や不明点等がございます場合は、お手数ですが、下記の問合せ先
にご連絡いただきますようお願いいたします。ご連絡がない場合はご同意いただいたもの
とみなさせていただきます。 

２．本件に関する問合せ先      株式会社朝日工業社 本社財務部   
                              Tel ： 03-6452-8182    Fax ： 03-6452-8191 

工事店

【変更前】現金および手形・電子記録債権による支払
【変更後】現金100％
【変更前】手形・電子記録債権の支払サイト120日
【変更後】手形・電子記録債権の支払サイト60日

機器事業部

【変更前】現金および手形・電子記録債権による支払
【変更後】現金100％
【変更前】手形・電子記録債権の支払サイト120日
【変更後】手形・電子記録債権の支払サイト60日

対      象 変  更  内  容

資本金4,000万円未満の取引先

すべての取引先

変 更 時 期

2024年2月5日支払いから
（2023年12月検収分から）

対      象 変  更  内  容 変 更 時 期

資本金３億円以下の取引先
2024年1月31日支払いから
（2023年12月検収分から）

すべての取引先


